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○松本市林業振興協議会設置要綱 

平成７年９月４日 

告示第３１５号 

改正 平成１３年３月３０日告示第９３号 

平成１７年１１月３０日告示第４９５号 

平成１８年３月３１日告示第１７３号 

令和３年３月２６日告示第１３３号 

（目的） 

第１条 この要綱は、林業の健全な振興発展を図るため、松本市林業振興協議会（以下「協

議会」という。）を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、林業の活性化、経営基盤の強化を図るため、次に掲げる事項について協

議し、その推進を図るものとする。 

（１） 森林の施業に関すること。 

（２） 林業生産基盤の整備に関すること。 

（３） 林業の経営及び近代化に関すること。 

（４） 森林の利用に関すること。 

（５） 国土保全及び自然保護に関すること。 

（６） 林業者の組織化、林業後継者の育成及び林業関係団体に関すること。 

（７） その他林業に関し必要とする事項。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 地域林業者 

（２） 森林組合関係者 

（３） 学識経験者 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長１人及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を統括し、会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 
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（任期） 

第５条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第６条 協議会は、会長が必要に応じて招集する。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、環境エネルギー部森林環境課において処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成７年９月４日から施行する。 

附 則（平成１３年３月３０日告示第９３号） 

この告示は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年１１月３０日告示第４９５号） 

この告示は、平成１７年１２月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３１日告示第１７３号） 

この告示は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月２６日告示第１３３号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 


